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■時 
日
時
　
■場 
会
場
　
■内 
内
容
　
■対 
対
象
　
■定 
定
員
　
■費 
参
加
費
　
■申 
申
し
込
み
　
■問 
問
い
合
わ
せ
　
■ＨＰ 
ホ
ồ
ム
ペ
ồ
ジ
　
■メール 
メ
ồ
ル
ア
ド
レ
ス
　
■他 
そ
の
ほ
か
　
■携 
携
帯
電
話

凡
例

※
　
歳
以
上
　
歳
未
満
の
住
民
税
課

70

75

税
世
帯
の
人
は
ỏủ
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
Ứ
に
よ
り
所
得
区
分
が

確
認
で
き
る
た
め
不
要
で
す
Ố

■問 
国
保
年
金
課
資
格
給
付
班
Ố

平
成
　
年
度
国
民
健
康
保
険
税
の

27

　
　
　
　
　
課
税
限
度
額
改
正

　
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
の
公
布
に
伴
い
ỏ
市
の
条

例
が
改
正
さ
れ
ỏ
平
成
　
年
度
分
の

27

国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
限
度
額

ớ
課
税
の
上
限
額
Ờ
が
右
表
の
と
お

り
変
更
と
な
り
ま
す
Ố

　
な
お
ỏ
国
民
健
康
保
険
税
が
限
度

額
に
達
し
て
い
な
い
世
帯
は
ỏ
今
回

の
改
正
に
よ
る
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
Ố

　
ま
た
ỏ
今
回
の
改
正
に
よ
り
影
響
を

受
け
る
所
得
階
層
に
つ
い
て
は
ỏ
家
族

構
成
や
年
齢
に
よ
り
異
な
り
ま
す
Ố

■問 
国
保
年
金
課
保
険
税
班
ớ
緯
内
線

2
8
1
Ỗ
2
8
4
ỜỐ

国
民
健
康
保
険
ỏ

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

　
　
　
　
  年
金
か
ら
の
仮
徴
収

　
国
民
健
康
保
険
税
と
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
で
ỏ
現
在
ỏ
年
金
か
ら

特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
人
と
新
た
に

4
月
か
ら
特
別
徴
収
の
対
象
に
な
る

人
は
ỏ
平
成
　
年
度
の
保
険
税
ớ
料
Ờ

26

額
を
基
に
ỏ
4
月
ỏ
6
月
ỏ
8
月
の

年
金
よ
り
仮
徴
収
し
ま
す
Ố

　
7
月
に
平
成
　
年
度
の
保
険
税ớ
料
Ờ

27

額
を
決
定
し
ỏ　
月
ỏ　
月
・
翌
年
2

10

12

月
の
年
金
よ
り
本
徴
収
い
た
し
ま
す
Ố

　
新
た
に
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る

人
に
は
ỏ
4
月
に
特
別
徴
収
開
始
通

知
を
送
付
し
ま
す
Ố

■問 
国
保
年
金
課
保
険
税
班
ớ
緯
内
線

2
8
1
Ỗ
2
8
4
Ờỏ
高
齢
者
医
療

年
金
班
ớ
緯
内
線
2
8
8
・
2
9
9
ỜỐ

国
民
年
金
納
付
期
限
と

　
　
使
用
期
限
お
よ
び
後
納
制
度

ừ
納
付
期
限
と
使
用
期
限
Ử

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
書
に
は

納
付
期
限
と
使
用
期
限
が
あ
り
ま
す
Ố

　
毎
月
の
保
険
料
ủ
納
付
期
限
Ứ
は
ỏ

原
則
と
し
て
翌
月
末
日
で
す
が
ỏ

ủ
使
用
期
限
Ứ
は
納
付
期
限
か
ら
2

年
後
で
す
Ố

ừ
国
民
年
金
後
納
制
度
Ử　

　
後
納
制
度
は
ỏ
過
去
　
年
間
に
納

10

め
忘
れ
た
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

に
よ
り
ỏ
将
来
の
年
金
額
を
増
や
す

こ
と
が
出
来
る
も
の
で
す
Ố

　
ま
た
ỏ
年
金
受
給
で
き
な
か
ỳ
た

人
は
ỏ
後
納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と

に
よ
り
年
金
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
Ố

　
使
用
期
限
ま
で
に
納
付
で
き
な

か
ỳ
た
人
が
納
付
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
ỏ加
算
額
が
つ
い
た
納
付
書
が
発

行
さ
れ
ま
す
Ốủ
国
民
年
金
保
険
料
専
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会
社
な
ど
の
健
康
保
険
に
加
入

し
た
ら
国
保
を
抜
け
る
手
続
き
を

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
た

人
が
ỏ
会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
ỏ

ま
た
は
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
に

な
ỳ
た
と
き
ỏ
国
民
健
康
保
険
の
資

格
喪
失
の
手
続
き
が
必
要
で
す
Ố

　
資
格
喪
失
の
手
続
き
を
し
な
い
と
ỏ

引
き
続
き
保
険
税
が
課
税
さ
れ
た
り
ỏ

医
療
費
の
清
算
が
必
要
に
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
Ố

ừ
資
格
喪
失
の
手
続
き
に
必
要

な
書
類
Ử

▼
 新
た
に
加
入
し
た
健
康
保
険
証
▼
 

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
▼
 印
鑑
Ố

■問 
国
保
年
金
課
資
格
給
付
班
ớ
緯
内

線
2
8
5
Ỗ
2
8
7
ỜỐ

高
額
な
診
療
を
受
け
る
人
は
ỏ

限
度
額
適
用
認
定
証
の
手
続
き
を

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
で
ỏ
同
月
内
の
医
療
費
が
高
額
に

な
ỳ
た
場
合
は
ỏ
一
人
ひ
と
り
の
所

得
に
応
じ
た
自
己
負
担
限
度
額
が
定

め
ら
れ
て
い
る
た
め
ỏ
限
度
額
を
越

え
た
分
を
後
か
ら
高
額
療
養
費
と
し

て
還
付
し
て
い
ま
す
Ố

　
し
か
し
ỏ
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口

に
限
度
額
適
用
認
定
証
を
提
示
す
れ

ば
ỏ
限
度
額
を
超
え
る
分
を
支
払
う

必
要
が
な
く
な
り
ま
す
Ố

　
ま
た
ỏ
保
険
薬
局
ỏ
指
定
訪
問
看

護
事
業
者
に
つ
い
て
も
同
様
の
取
り

扱
い
を
受
け
ら
れ
ま
す
Ố

ừ
認
定
証
な
ど
の
手
続
き
Ử

▼
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
Ố

▼
印
鑑
ớ
認
め
印
可
Ờ
を
持
参
Ố

　
郵
送
で
の
手
続
き
を
希
望
す
る
場

合
は
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
Ố

※
国
民
健
康
保
険
税
に
未
納
が
あ
る

人
に
は
ỏủ
限
度
額
適
用
認
定
証
Ứ
を

交
付
し
て
い
ま
せ
ん
Ố

用
ダ
イ
ヤ
ル
Ứま
た
は
船
橋
年
金
事
務

所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
Ố

　
な
お
ỏ
過
去
　
年
分
ま
で
さ
か
の

10

ぼ
れ
る
期
限
は
平
成
　
年
9
月
　
日

27

30

で
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
Ố

■問 
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
ớ
緯
0
5
7
0
Ổ

0
1
1
Ổ
0
5
0
Ờỏ
船
橋
年
金
事

務
所
ớ
緯
0
4
7
Ổ
4
2
4
Ổ
8
8

1
1
Ờ・
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療

年
金
班
Ố

学
生
納
付
特
例
の
簡
素
化

　
現
在
ỏ
学
生
納
付
特
例
制
度
に
よ

り
ỏ
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
猶
予

さ
れ
て
い
る
人
で
ỏ
平
成
　
年
度
も

27

引
き
続
き
在
学
予
定
の
人
へ
ỏ
3
月

下
旬
に
基
礎
年
金
番
号
の
印
字
さ
れ

た
ハ
ガ
キ
形
式
の
申
請
書
が
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
Ố

　
同
一
の
学
校
に
在
学
す
る
場
合
は
ỏ

こ
の
は
が
き
に
必
要
事
項
を
記
入
す

る
だ
け
で
申
請
で
き
ま
す
Ố

　
な
お
ỏ
は
じ
め
て
学
生
納
付
特
例

の
申
請
を
す
る
人
は
ỏ
在
学
証
明
書

ま
た
は
学
生
証
コ
ピ
ồ
ớ
両
面
Ờ
を

添
付
の
上
ỏ
届
け
出
が
必
要
と
な
り

ま
す
Ố

　
申
請
が
遅
れ
る
と
ỏ
障
害
年
金
や

遺
族
年
金
に
該
当
し
な
い
場
合
も
あ

る
の
で
ỏ
ご
注
意
く
だ
さ
い
Ố

　
ま
た
ỏ
平
成
　
年
度
は
学
生
納
付
特

27

例
制
度
を
利
用
せ
ず
ỏ
保
険
料
の
納
付

を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
ỏ
左
記
ま
で
Ố

■問 
船
橋
年
金
事
務
所
ớ
緯
0
4
7
Ổ

4
2
4
Ổ
8
8
1
1
ỜỐ

■場 
成
田
市
保
健
福
祉
館
多
目
的
ホ
ồ
ル
Ố

噛
講
師
ộ
千
葉
県
精
神
障
害
者
家
族

会
連
合
会
理
事
Ố

■内 
親
亡
き
後
に
つ
い
て
Ố

■申 
事
前
に
左
記
へ
Ố

■問 
印
西
市
わ
の
会
・
湯
原
ớ
■携 
0
8

0
Ổ
3
4
7
2
Ổ
1
8
8
2
ỜỐ

怯
親
子
ビ
ク
ス
会
員
募
集

　
子
ど
も
と
一
緒
に
体
を
動
か
そ
う
Ố

■時 
毎
週
木
曜
日
・
午
前
　
時
Ỗ
　
時

10

11

　
分
Ố

30■場 
桜
台
セ
ン
タ
ồ
レ
ク
ホ
ồ
ル
ớ
白

井
市
ỜỐ

■対 
1
歳
Ỗ
就
園
前
の
親
子
Ố

■他 
室
内
シ
ỿ
ồ
ズ
ỏ
タ
オ
ル
ỏ
飲
み

物
を
持
参
Ố

■問 
佐
々
木
ớ
■携 
0
9
0
Ổ
7
2
8
6

Ổ
4
3
1
9
ỜỐ

怯
印
西
歴
史
愛
好
会
講
座
Ỗ
坂

の
上
の
雲
と
秋
山
好
古
Ỗ

　
陸
軍
軍
人
秋
山
好
古
の
生
い
立
ち
と

習
志
野
原
で
の
騎
兵
の
育
成
に
つ
い
て
Ố

■時 
3
月
8
日
蚊
・
午
前
　
時
Ỗ
正
午
Ố

10

■場 
小
林
コ
ミ
ỿ
二
テ
イ
プ
ラ
ザớ
駐
車
場
あ
り
ỜỐ

噛
講
師
ộ
佐
藤
 誠
 氏
ớ
千
葉
県
立
中

せ

い

央
博
物
館
主
任
上
席
研
究
員
ỜỐ

■費 
7
0
0
円
Ố

■問 
印
西
歴
史
愛
好
会
・
志
賀
ớ
■携 
0

9
0
Ổ
4
6
7
2
Ổ
5
4
9
3
ỜỐ

怯
か
が
や
け
て
が
ỳ
子
外
わ
い

わ
い
子
ど
も
塾

■時 
4
月
　
日
華
ỏ
6
月
　
日
臥
Ỗ
　

29

13

14

日
蚊
ỏ
8
月
　
日
臥
Ỗ
　
日
蚊
ỏ　

15

16

10

月
　
日
蚊
ỏ　
月
　
日
臥
Ỗ
　
日
蚊

18

12

12

13

ớ
全
日
程
参
加
で
き
る
こ
と
ỜỐ

■場 
県
立
手
賀
の
丘
少
年
自
然
の
家
Ố

■内 
年
齢
の
違
う
仲
間
同
士
が
コ
ミ
ỿ

ニ
ケ
ồ
シ
ἀ
ン
を
育
て
ま
す
Ố

■対 
小
学
4
年
生
Ỗ
中
学
生
Ố

■費 
1
2
街
0
0
0
円
ớ
全
5
回
分
ỜỐ

■申 
3
月
　
日
蚊
Ỗ
4
月
5
日
蚊
ま
で

15

に
往
復
は
が
き
で
左
記
へ
ớ
必
着
ỜỐ

■問 
県
立
手
賀
の
丘
少
年
自
然
の
家
・

竹
園
ớ
〒
2
7
0
Ổ
1
4
5
6
千
葉

県
柏
市
泉
1
2
4
0
Ổ
1
・
緯
0
4

Ổ
7
1
9
1
Ổ
1
9
2
3
ỜỐ

怯
春
の
山
野
草
・
春
蘭
展

胸
印
西
山
草
会
主
催
Ố

■時 
3
月
　
日
臥
ỏ　
日
蚊
・
午
前
9

28

29

時
Ỗ
午
後
4
時
Ố

■場 
木
下
駅
南
側
ỏ
上
町
観
音
堂
脇

ớ
駐
車
場
あ
り
ỜỐ

■費 
無
料
Ố

■他 
山
草
の
販
売
も
行
い
ま
す
Ố

■問 
葉
山
ớ
緯
碓97 
3
5
4
6
ỜỐ

怯
リ
ト
ミ
ỽ
ク
k
i
d
s
サ
ồ
ク
ル

会
員
募
集

　
ピ
ア
ノ
生
伴
奏
で
手
遊
び
ỏ
歌
ỏ

ダ
ン
ス
を
行
い
ま
す
Ố

■時 
毎
週
木
曜
日
・
午
前
9
時
　
分
Ỗ
　
時
Ố

15

10

■場 
ふ
れ
あ
い
文
化
館
ớ
原
ỜỐ

噛
講
師
ộ
菊
池
綾
氏
ỏ
福
田
ゆ
か
り

氏
Ố

■内 
1
歳
半
Ỗ
4
歳
の
子
ど
も
Ố

■費 
体
験
ỏ
見
学
は
無
料
Ố

■申 
メ
ồ
ル
で
左
記
へ
ớ
随
時
ỜỐ

■問 
中
村
ớ
■メール rit3

9
k
id
s@
y
ah
o

o
.co
.jp

・
■ＨＰ h

ttp
://s.am

e
b

lo
.jp
/rit3

9
k
id
s

ỜỐ

怯
不
登
校
・
ひ
き
こ
も
り
の
子
ど

も
を
持
つ
親
の
会
ủ
か
ら
ふ
る
Ứ

　
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
話
し
ま
せ
ん
か
Ố

■時 
奇
数
月
の
第
3
木
曜
日
・
午
前
　10

時
　
分
Ỗ
午
後
2
時
　
分
Ố

30

30

■場 
中
央
駅
前
地
域
交
流
会
2
号
館

ớ
中
央
南
ỜỐ

■対 
不
登
校
ỏ
ひ
き
こ
も
り
ỏ
発
達
障

害
ỏ
摂
食
障
害
な
ど
Ố

■費 
3
0
0
円
ớ
お
菓
子
代
ỜỐ

■問 
M
.
T
ね
ỳ
と
わ
ồ
く
・
み
な
と
ớ
■携 
0

8
0
Ổ
6
8
9
7
Ổ
0
2
2
0
・
■メール h

e
r
e

a
n
d
n
o
w
m
@
y
a
h
o
o
.c
o
.jp

ỜỐ

怯
印
旛
郡
市
精
神
障
害
者
7
家
族
会

　
障
害
者
を
抱
え
る
親
が
自
分
の
家

の
問
題
と
し
て
お
話
し
ま
す
Ố
み
な

さ
ん
多
数
ご
参
加
く
だ
さ
い
Ố

■時 
3
月
　
日
蚊
・
午
後
1
時
　
分
Ỗ

15

30

3
時
　
分
Ố

30

怯
印
西
市
民
ア
カ
デ
ミ
ồ
ứ
地

域
活
動
課
程
Ừ
受
講
生

　
自
ら
が
学
ん
だ
学
習
成
果
を
地
域

の
中
で
ỏ
積
極
的
に
活
か
し
て
い
こ

う
と
す
る
人
材
の
育
成
を
目
的
に
創

設
し
た
ứ
地
域
活
動
課
程
Ừ
の
受
講

生
を
募
集
し
ま
す
Ố

　
地
域
活
動
を
行
う
上
で
必
要
と
な

る
知
識
を
学
び
ỏ
地
域
活
動
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
実
際
に
体
験
す
る

も
の
で
す
Ố

胸
日
程
ộ
4
月
か
ら
翌
年
2
月
ま
で

の
原
則
土
曜
日
で
全
8
回
ớ
予
定
ỜỐ

■対 
市
民
ア
カ
デ
ミ
ồ
卒
業
生
お
よ
び

市
民
ア
カ
デ
ミ
ồ
研
究
課
程
生
Ố

■定 
　
人
Ố

20
■申 
3
月
3
日
峨
Ỗ
　
日
峨
ま
で
に
電

31

話
ま
た
は
左
記
窓
口
ま
で
Ố

■問 
生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
推
進
班

ớ
緯
内
線
5
4
1
Ỗ
5
4
3
ỜỐ

怯
シ
ル
バ
ồ
人
材
セ
ン
タ
ồ
会
員

　
市
内
の
お
お
む
ね
　
歳
以
上
の
人

60

を
対
象
に
ỏ
随
時
会
員
を
募
集
し
て

い
ま
す
Ố
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る

人
は
ỏ
ぜ
ひ
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胸国民健康保険税の課税限度額改正胸
改正後

（平成27年度）
改正前

（平成26年度）区分

51万円51万円医療分

16万円14万円後期高齢者支援金分

14万円12万円介護分

81万円77万円合計（年税額）
※今回の改正では、医療分の変更はありません。

　住民登録は、氏名、生年月日、性
別、住所、世帯主との続柄などが記
録され、住民票や転出証明書の発行、
小・中学校の就学、選挙人名簿の登
録、国民健康保険、国民年金などの
各種行政サービスを受けるための基
礎となるものです。
　これらの行政サービスを確実に受
けられるようにするため、引っ越し
などで住所を移した人は、住民登録
の届出を速やかに行ってください。
　なお、正当な理由がなく届出をし
ないときは、過料を科せられる場合
がありますのでご注意ください。
■問 市民課住民記録班（緯内線234・
237）。

住民登録は
正しく行われていますか

お気軽にご相談ください


